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平成３年に住宅防火
対策の基本方針を策定
して以来１０年目を迎え
ています。この間の住
宅火災の死者数の推移
を見ると、平成１１年は
９８１人と平成２年の８３７
人より１４４人増加しま
した。このうち６５歳以
上の高齢者については
３９８人から５４９人と１５１
人増加し、社会の高齢
化を反映した結果とな
りました。住宅火災死
者数の半減を目指した
１０年間の取り組みでしたが、比較的抑制的に推
移したものの大きく低減させることはできませ
んでした。この節目の時期に当たって、広報や
住宅防火診断などのソフト対策、住宅防災機器
等のハードの対策それぞれの取り組みを真摯に
見つめ直し、反省点を洗い出し、それを踏まえ
た実効ある対策を進めていかなければならない
と考えています。
特定防火対象物などは、ハード、ソフトの規
制があるためその基準を守ることで一定の安全
が確保されます。しかし、一般住宅には原則と
して規制がありません。したがって、安全確保
の具体的方法は各家庭の取り組みに原則まかせ
られており、いわば各家庭各様の防火対策があ
ることになります。しかし、従来、具体的な住
宅防火対策を指導するに当たって、総合的な指
導になりすぎたように思われます。結果的に総
花的になりすぎて、有効な対策が講じられてい
ない場合もあるように思われるのです。具体的
な安全性を一歩でも二歩でも向上してもらうの
がよいのでありますが、そのためには、住民の
目線で考えた具体的で実現可能な防火指導をし
なければならないと思います。例えば、寝たば

こについて考えてみま
す。寝たばこをやめよ
うと指導していますが、
うっかり寝たばこをし
てしまう可能性のある
人に対しては、通常の
指導に加え、「防炎製
品のふとんを使って防
火対策をしたらどうで
しょう？」くらいの指
導をして、安全を高め
るべきだと思いますが
どうでしょうか。たば
この火がふとん類に着
火して死亡した人は９０

人と死亡者の約１割を占めている現実を踏まえ、
具体的な安全を柔軟に図っていくことが大切な
ことではないかと思うのです。
もう一つ、消火器を考えてみます。少し大き
めの消火器（所謂１０型、重量６～７�）を勧め
ているのが普通です。しかし、この大きさの消
火器（特に粉末のもの）だと台所の大きさにもよ
りますが天ぷら油火災には少しパワーがありす
ぎて炎の吹き返しが生じる場合があることやそ
もそも天ぷら油火災に限っていえば粉末よりも
強化液の方が効果的であるとの調査もあります。
また、腕力に劣る高齢者や女性には少し重いし、
置き場所にも困ります。考えてみれば各家庭で
は消火器を使う人も場所も特定されています。
したがって、消防としては相手に合わせて具体
的にどういう消火器が望ましいのかアドバイス
する必要があるのではないかと思うのです。
個々のご家庭の防火能力の Σ（総和）が地域
全体の住宅防火能力であると考えています。平
成１３年度から新たな住宅防火基本方針がスター
トします。各消防本部とともに具体的な実効あ
る住宅防火対策の積極的推進を図って参りたい
と考えています。
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消防法の一部を改正する法律案については、

平成１３年３月６日に閣議決定され、同日国会へ

提出されました（閣法第６１号）。法律案の概要

は以下のとおりです。

１．ヒドロキシルアミン及びヒドロキシルア

ミン塩類の危険物への追加

� 概要

消防法別表第５類（自己反応性物質）の

物品としてヒドロキシルアミン及びヒドロ

キシルアミン塩類を追加し、危険物として

の規制の対象とします。

� 背景

� 昨年６月の群馬県の化学工場爆発火災

事故の原因を調査した結果、製造中に生

じる高濃度のヒドロキシルアミン水溶液

が事故における爆発物質であったことが

判明しました。

� ヒドロキシルアミン及びヒドロキシル

アミン塩類について、試験により自己反

応性物質としての危険性が確認されました。

２．引火点の高いものの危険物からの除外

� 概要

消防法別表第４類（引火性液体）の物品

について引火点の上限を設定し、引火点２５０

度以上のものを危険物から除外します。（除

外されるものは、指定可燃物として条例に

おけるより緩やかな規制の対象とし、その

貯蔵及び取扱いに係る保安の確保を図りま

す。）

� 背景

� 規制緩和推進計画（再改定）（平成９

年３月２８日閣議決定）で、現行消防法に

おける引火性液体の規定について検討す

ることとされました。

� 規制緩和推進３か年計画（再改定）（平

成１２年３月３１日閣議決定）では、引火点

が２５０度程度を超える引火性液体につい

ては、危険物から除外することとされ、

そのための法案を平成１２年度に提出する

こととされました。

３．火を使用する設備・器具等の規制内容の

基準の設定

� 概要

火を使用する設備等の位置、構造及び管

理、火を使用する器具等の取扱いその他火

の使用に係る規制について、規制の内容を

条例に包括的に委任している消防法第９条

を改め、条例を定める際の統一的な基準を

国が定めることとします。

� 背景

平成１１年９月に市場開放問題処理推進会

議から提起のあった、火を使用する設備・

器具等である業務用ガス機器に係る市場ア

クセス問題等を踏まえ、市場アクセスの一

層の改善を図り、国際的な整合性を確保す

る必要があります。

４．施行期日

１については、公布の日から起算して６月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら、２については、公布の日から起算して１

年を超えない範囲内において政令で定める日

から、３については、公布の日から起算して

１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行します。

消防法の一部を改正する法律案の概要

予防課・危険物保安室
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危険物の範囲に関する概念図

消防法による危険物としての規制（許可等）

ヒドロキシルアミン等 火点２５０度以上

第５類自己反応性物質に加える。 第４類引火性液体から除く。

ヒドロキシルアミン等 引火点２５０度以上

ヒドロキシルアミン：白色の結晶で加熱すると分解・爆発する。主に、その水溶

液は、半導体の洗浄剤として用いられる。

ヒドロキシルアミン塩類：ヒドロキシルアミンと酸の化合物で、代表的なものとして

硫酸ヒドロキシルアミンがある。加熱すると、分解・爆発

する。主に、ナイロン繊維原料、殺虫剤、除草剤の原料と

して用いられる。

火を使用する設備・器具等に関する概念図
【現行】

【改正案】

火を使用する設備・器具等
　　厨房設備
　　乾燥設備
　　給湯湯沸設備　等

の位置、構造及び管理等
　　壁面からの距離
　　表面温度
　　点検　　　　等

条例で規制

条例で規制

設置等の可否が消防機関により異なる等の理由で、
市場での流通において混乱したケースあり。
　　例）市場解法問題処理推進会議の指摘

市場アクセスの一層の改善
国際的な整合性の確保

政令により、条例制定の際の統一的基準を設定

火を使用する設備・器具等
　　厨房設備
　　乾燥設備
　　給湯湯沸設備　等

の位置、構造及び管理等
　　壁面からの距離
　　表面温度
　　点検　　　　等
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※

平成１２年１１月中に実施された移動タンク貯蔵

所等に対する立入検査結果の概要は、以下のと

おりでした。

この結果によりますと、移動タンク貯蔵所等

の基準不適合車両の割合は、前年に比べると減

少していますが、最近の５年間をみると増減を

繰り返す傾向にあり、依然として看過できない

状況にあります。

このことから、消防機関等に対し、基準不適

合車両等に対する、なお一層の指導の徹底を依

頼しました。

１ 総括表

注）� 実施場所の区分において、走行中の車両を道路に接した空地等に誘導して立入検査を実施した場合は、「道路上」で
の実施の区分とした。「その他の場所」とは、道路上、常置場所及び危険物の積みおろし場所以外の場所をいう。
� 「不適合車両」とは、移動タンク貯蔵所にあっては、貯蔵、取扱いの技術上の基準、位置、構造、設備の技術上の基
準及び移送の基準等に関し、危険物運搬車両にあっては、運搬の基準に関し、１件以上不適合が認められる車両をいう。
� 「無許可車両」とは、無許可貯蔵又は無許可変更に係る車両をいう。
� 移動タンク貯蔵所の不適合車両数又は無許可車両数の「うち他行政庁」の欄は、立入検査において基準不適合を指摘
した行政庁以外の行政庁によって許可された車両数でうち数である。
� ※の「実施消防機関数」の合計欄は、延べ数ではなく実数である。

２ 最近５年間の立入検査実施車両数及び基準不適合車両数の推移

注） 「不適合車両数等」には、無許可車両数を含む。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果

危険物保安室

実施場所

実 施

消 防

機関数

実 施

場所数

移動タンク貯蔵所 危険物運搬車両
警察機関

との

協力状況

実施車両数 不適合車両数 無許可車両数 不適合車両数等 実 施

車両数

不適合

車両数
うち他
行政庁

（a）
うち他
行政庁

（b）
うち他
行政庁

（a+b）
うち他
行政庁

道 路 上 ７００ １，００４ ４，２７４ ２，７３８ ９２２ ５４８ ９ ６ ９３１ ５５４ ５５３ １０６
有 ９８３
無 ２１

常置場所 ４４８ ６，０３５１４，２７１ ５７ ２，３８１ ２５ ３６ ３ ２，４１７ ２８ － － －

危険物の
積みおろ
し 場 所

１０４ ４２０ １，４７３ ４９４ １８９ ６１ ０ ０ １８９ ６１ １６６ ２３ －

そ の 他
の 場 所 ２６７ ８６３ ８，２２４ ４４ １，４３４ ６ １０ ０ １，４４４ ６ ３５８ ３２ －

合 計 ８７１ ８，３２３２８，２４２ ３，３３３ ４，９２６ ６４０ ５５ ９ ４，９８１ ６４９ １，０７７ １６１ －

年 度
移動タンク貯蔵所 危険物運搬車両

実施車両数 不適合
車両数等

不適合率
（％） 実施車両数 不適合

車両数等
不適合率
（％）

平成８年度 ２６，９４０ ４，８１４ １７．８７ １，２４７ ２３１ １８．５２

平成９年度 ２７，２４１ ４，９９９ １８．３５ １，５０３ ２４１ １６．０３

平成１０年度 ２７，３０６ ５，００４ １８．３３ １，３４４ ２０９ １５．５５

平成１１年度 ２７，３８２ ５，２８２ １９．２９ １，２０７ ２０３ １６．８２

平成１２年度 ２８，２４２ ４，９８１ １７．６４ １，０７７ １６１ １４．９５
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３ 基準不適合車両の項目別内訳

注）不適合車両数は延べ数である。

４ イエローカードの携行状況

注）調査対象は、危険物を移送・運搬中の車両である。（ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油、動植物油類に係るも
のは除く。）

調査台数（台） 携行台数（台） 携行率（％）
移動タンク貯蔵所 ５０９ ４８９ ９６．１

危 険 物 運 搬 車 両 ６９ ４６ ６６．７

項 目
不適合車両数

増減数
１２年度 １１年度

移

動

タ

ン

ク

貯

蔵

所

貯蔵、取扱の
基準不適合
（法１０条３項）

許可品目以外の貯蔵（令２４条１号） ５０ ４３ ７
貯蔵、取扱の不備による漏えい等（令２４条８号、令２６条１項７号） ３３ ２９ ４
完成検査済証等備え付け義務違反（令２６条１項９号） ７２０ ７８６ －６６
その他の貯蔵、取扱の基準違反（令２４条～２７条（上記の各項号を除く）） １９５ １８２ １３

小 計 ９９８ １，００５ －７

設置等の基準
維持義務違反
（法１２条１項）

常置場所に係る基準不適合（令１５条１項１号） １３４ １２２ １２

タンク本体に係る基準不適合
（令１５条１項２号、３号、７号、８号）

塗料の剥離発錆 ３３７ ３４７ －１０
変形、破損 ３３ ４９ －１６

漏えい有 ２ ２ ０
その他 ６８ ９９ －３１

附属装置に係る基準不適合
（令１５条１項４号（防波板を除く。）、５号、６号）

変形、破損 ５１ ６５ －１４
機能不良 ５９ ４７ １２
その他 ８５ ９５ －１０

配管、弁等に係る基準不適合
（令１５条１項９～１２号）

変形、破損 ４８ ４３ ５
漏えい有 ０ ２ －２

機能不良 ２１１ １６０ ５１
その他 ２０８ ２３１ －２３

電気設備、接地導線の不良等（令１５条１項１３号、１４号） ７２８ ６８９ ３９
表示、標識の未掲示等
（令１５条１項１７号）

未掲示、不足 ９２ ８９ ３
そ の 他 ６１０ ６４０ －３０

消火器の未設置等（令２０条）
未設置、不足 １２２ １０５ １７
そ の 他 ７０１ ７３８ －３７

その他の設備等の基準不適合（令１５条１項（上記各号を除く）） ５４２ ５７２ －３０
積載式移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令１５条２項） １ ９ －８
給油タンク車の特例基準不適合（令１５条３項） ０ ２ －２
アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令１５条４項） ０ ０ ０

小 計 ４，０３０ ４，１０２ －７２

移送の基準
不適合
（法１６条の２）

危険物取扱者無乗車（法１６条の２・１項） ３８ ２５ １３
運転要員不足（令３０条の２・２号） ３ ２ １
危険物取扱者免状不携帯（法１６条の２・３項） ９３ ７９ １４
その他の移送基準に係る不適合（令３０条の２・１号及び３～５号） ６６ ６２ ４

小 計 ２００ １６９ ３１
定期点検に係る義務違反（法１４条の３の２） １，８８４ １，９５３ －６９

水圧試験未実施 ８６８ ８８４ －１６
危険物取扱者の保安講習義務違反（法１３条の２３） ７１４ ７６９ －５５

合 計 ７，８２６ ７，９９８ －１７２

危

険

物

運

搬

車

両

運搬の基準
不適合
（法１６条）

運搬容器の技術上の基準不適合（令２８条） ５ ８ －３

積載方法基準不適合
（令２９条）

収納、表示不適合（令２９条１号、２号） １９ １７ ２
漏えい有 ０ １ －１

積載不適合（令２９条３号、４号、７号） ３４ ４０ －６
被覆不適合（令２９条５号） １ １ ０
混載不適合（令２９条６号） ０ ２ －２

小 計 ５４ ６１ －７

運搬方法基準不適合
（令３０条）

標 識
（令３０条１項２号）

未掲示、不足 ２３ ３３ －１０
そ の 他 ３４ ４６ －１２

消 火 器
（令３０条１項４号）

未設置、不足 ３７ ４２ －５
そ の 他 ８０ ９４ －１４

そ の 他 １７ １５ ２
小 計 １９２ ２２９ －３７

合 計 ２５１ ２９８ －４７

－５－



１．概要

去る２月１５・１６日の両日、東京国際フォー

ラムにおいて財団法人救急振興財団・東京消

防庁の共催により、消防庁・厚生労働省・東

京都・日本救急医学会・日本臨床救急医学会

・全国消防長会の後援及び財団法人全国市町

村振興協会、東京都医師会の協力のもと第９

回全国救急隊員シンポジウムが開催されました。

２．目的

全国救急隊員シンポジウムは、我が国の救

急体制の一層の振興を図る一助として、全国

の救急隊員等を対象に救急業務の実務的観点

からの研究発表及び意見交換の場を提供する

ことにより、消防機関の行う救急業務の充実

と発展に資するとともに、救急隊員等相互の

交流を図ることを目的として平成４年度から

毎年開催されております。

３．内容

第９回全国救急隊員シンポジウムは、財団

法人救急振興財団１０周年及び救急救命士制度

発足１０周年の記念行事として、２日間にわた

り約３，３００人の参加者を迎え、ラウンドテー

ブルディスカッション、パネルディスカッシ

ョン、特別講演、教育講演等が行われました。

各セッションでは、ニューヨークのメディ

カルディレクターを招聘して、ニューヨーク

におけるメディカルコントロール体制の現状

について特別講演があったほか、「２１世紀の

救急業務のあり方」、「２０世紀の大規模災害の

検証」、「地域におけるメディカルコントロー

来賓挨拶をする中川浩明消防庁長官

パネルディスカッション

第９回全国救急隊員シンポジウムの概要

救急救助課

－６－



ルのあり方について」、「ウツタイン様式によ

る救命効果の検証」、「出産－分娩介助－」、

また、日頃の救急業務に係る事例をテーマと

した分科会、救急活動を幅広く扱った自由演

題、ポスターセッション、ビデオセッション

等、６会場に分かれての講演及び発表があり、

質疑等活発な意見交換がなされました。

また、別会場では救急資器材・高規格救急

自動車が展示され、休憩コーナー等において

全国から集まった救急隊員等による交流、親

睦を深めるなどの光景もみられました。

４．おわりに

今回のシンポジウムは、年々増加している

救急需要及び救命効果の向上を求める国民の

要望に応えるべく、発表者及び参加者が一体

となり白熱した討論が展開されました。

次回の第１０回全国救急隊員シンポジウムは、

平成１４年１月３１日、２月１日両日、大阪市に

おいて開催する予定となっています。

今後も本シンポジウムが救急業務の高度化

の一助となることを期待しています。

デモンストレーション

教育講演

救急資機材展示

－７－



１．概 要

消防機関が行う救助活動は、年々増加の傾

向にあり、平成１１年中の救助活動件数も対前

年比で１１．３パーセント増と高い伸び率を示し

ております。

また、近年の都市構造、国民の生活様式の

変化により消防機関の行う救助活動はますま

す大規模化、多様化しており、救助隊に対す

る国民の期待は大きなものとなっています。

救助活動を迅速かつ的確に行うためには、

救助隊の装備する救助資機材の充実はもとよ

り、救助隊員の技術の向上及び救助意識の向

上を図る必要があります。

これらのことから、消防庁では、去る２月

２３日、ニッショーホールにおいて救助に直接

携わる方たち等の交流と親睦を図るとともに、

我が国の救助体制の一層の充実と救助技術の

高度化を図ることを目的として、全国消防救

助シンポジウムを開催し、救助技術の研究成

果、救助活動事例の発表や意見交換などを行

いました。

今回のシンポジウムには、北は北海道から

南は沖縄までの全国の都道府県の消防救助関

係者が参加しました。

２．内 容

� 講演

ア 防衛庁統合幕僚会議事務局第４幕僚室

後方補給班

２等空佐 医学博士 山田 憲彦

演題「災害時の医療の最前線 アメリカ

の回答・瓦礫の下の医療」

イ 国立病院東京災害医療センター救命救

急センター

医師 井上 潤一

演題「救助活動における医療の役割

Confined Space Medicine 実技セミ

ナーを開催して」

挨拶をする中川浩明消防庁長官

山田憲彦氏による講演

第３回全国消防救助シンポジウムの概要

救急救助課

－８－



� パネルディスカッション

「災害現場における積極的な救助と医療

との連携」と題し、日本集団災害医療学会

でご活躍されている国立病院東京災害医療

センター副院長辺見先生をコーディネータ

ーにお迎えし、講演講師の山田先生、井上

先生をアドバイザーに、阪神・淡路大震災

における救助活動の経験者、IRT 出動経験

者等をパネラーとして意見交換が行われま

した。

� 救助活動事例発表

全国の消防本部などからの応募の中から

８事例の発表をしていただきました。事例

発表は、今後の展望やさまざまな場面で実

施された救助活動事例についての会場から

の質疑応答をまじえた有意義なものとなり

ました。

演題及び発表者は以下のとおりです。

「医療連携のもとに小型除雪機に巻き込ま

れた小学生を救出した事例」

秋田市消防局 石田 春人

「救助用クレーン及び消防ヘリコプターを

活用した救助事例」

東京消防庁 石川 繁

「９・１１東海豪雨における救助活動につい

て」

名古屋市消防局 山内 誠

「救助現場における医師との連携の重要性

について」

鳥取県西部広域行政管理組合消防局

諸田 政明

「山陽自動車道西鉄バスジャック救急救助

対応について」

広島市消防局 石本 哲郎

「ボイリング現象による特殊災害」

北九州市消防局 井元 淳也

「ゴミ収集車への巻き込み事故」

熊本市消防局 本田 宏

「軌道事故における救助と医療の連携につ

いて」

横須賀市消防局 勝瀬 浩章

３．おわりに

第３回全国消防救助シンポジウムの開催に

当たり、全国から１，０００名を超える方々より

参加の希望がありました。残念ながら、会場

の都合によりやむなく参加者を７２０名とさせ

ていただきました。

参加された方の熱心な姿に感激するととも

に、本シンポジウムが今後も救助隊員等の情

報交流の場として救助技術の向上に大きな役

割を果たしていけるものと確信しました。第

４回のシンポジウムは、平成１３年１１月下旬に

開催したいと考えています。

井上潤一氏による講演

パネルディスカッション

－９－


